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※有期実習型訓練においても同様の書式で作成することができる。
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■有期実習型訓練の各種書類

「OJT日誌」、「実習日誌」、「訓練計画予定表」、「教育訓練カリキュラム」、「OJTカリキ

ュラム」については、実践型人材養成システムと同様の書類で作成することができるた

め、ここでは省略をしました。

■ 雇入通知書
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■ 雇入変更通知書
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（4）ジョブ･カード制度の概要

ここでは、能力評価票の一例として紹介したジョブ・カード制度の概要を説明します。

「（3）能力評価票（58ページ）」で先述のように、ジョブ・カードとは、職務経歴や

学習歴・訓練歴などの6種類のシートで構成されるもので、施設としては、人材を育成

するための職業訓練で活用できるツールといえます。

また、ジョブ・カードは、公的書類の一部とみなされますので、ジョブ・カード制度

を活用して職業訓練を終了し、一定の要件を満たす場合には、国の助成制度を活用でき

ます。

①ジョブ･カード制度とは

ジョブ・カード制度とは、正社員としての経験が少ない求職者と求人企業とをマッチ

ングさせる国の制度です。スタートから2年余が経過し、中小企業にとっては、人材の

育成・確保を図る有効な支援策となっています。

正社員としての経験が少ない求職者などが、ハローワークなどで登録キャリア・コン

サルタントの支援によって企業や教育訓練機関等での有期実習型などの職業訓練を受講

し、そこでの能力評価や職務経歴、取得資格などの情報をまとめてジョブ・カードに記

載することによって、自らの職業能力を客観的、具体的に提示し、求人企業とのマッチ

ングを促進するものです。

ジョブ・カード制度における有期実習型訓練では、有期雇用契約（または期間を定め

ない雇用契約も可）のもとで、求人企業が自社のニーズにマッチした実習（OJT）と教

育訓練機関などでの座学（OFF－JT）を組み合わせた職業訓練を実施します。企業と

しては、職業訓練の期間（3ヵ月超6ヵ月以下）を通じて求職者の適性を判断したうえ、

正社員として継続雇用できるので、必要とする人材の採用に役立ちます。また、一定の

要件を満たす場合は、国からのキャリア形成促進助成金や若年者等正規雇用化特別奨励

金を受けられます。

②ジョブ・カード制度を活用する企業のメリット

・自社での実習を通じて求職者の職業能力を高めることにより、即戦力の人材を確保

できます。

・自社のニーズに応じた人材育成と評価ができるので、採用時のミスマッチのリスク

を軽減できます。

・自社のアルバイトやパート等を正社員として登用するときにも活用できます。

・助成金を活用することにより、企業研修に係るコスト負担を軽減できます。

・人材育成・能力開発に積極的な企業であることをPRできます。

③地域ジョブ・カードセンターのご案内

ジョブ・カード制度の普及促進を図るため、日本商工会議所では、厚生労働省からの

委託を受けて、中央ジョブ・カードセンターを設置するとともに、47ヵ所の都道府県

庁所在地の商工会議所等に地域ジョブ・カードセンター、それを側面から支援する87

カ所の地域ジョブ・カードサポートセンターを設置しています。
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地域ジョブ・カードセンターと地域ジョブ・カードサポートセンターでは、ジョブ・

カード制度の活用を希望する企業に対し、有期実習型などの職業訓練に結びつけられる

よう、訓練実施計画の作成や助成金の申請に向けた準備等のお手伝いをしています。

平成21年度に地域ジョブ・カードセンターまたは地域ジョブ・カードサポートセン

ターを設置した商工会議所は、以下のとおりです。詳細は、日本商工会議所のジョブ・

カード事業のホームページ（http://www.jc-center.jp/）をご参照ください。

ジョブ・カードセンター

訓練受講者
として
雇用契約の
更改

雇用・能力
開発機構

都道府県センター

労働局・
ハローワーク

社内の在職非正規労働者
から受講者を選抜

キャリア・コンサルティング
（ジョブ・カード作成）

社
内
の
人
材

有
期
実
習
型
訓
練
・
評
価
の
実
施

就
職
活
動

正
規
雇
用

訓
練
実
施
計
画
の
策
定

訓
練
実
施
企
業

ハローワーク等職業紹介機関

求職者キャリア・コンサルティング
（ジョブ・カード作成）

訓練受講者
として採用

求人の提出

助成金
支給決定

受講者の紹介

相談・支援相談・支援 相談・支援

申請

設定

キャリア形成促進助成金支給申請（OFF-JT割合2割～8割）

キャリア形成促進助成金支給申請（OFF-JT割合1割～9割）

若年者等正規雇用化特別奨励金支給申請（社内受入の訓練受講者が25～39歳の場合）

採用選考

〈面接〉
受講者の募集

〈求人申込〉
（訓練計画添付）

社
外
か
ら
の
受
入
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■ 全国のジョブ・カードセンター、サポートセンター一覧

87

地域ジョブ・カード

センター

地域ジョブ・カード

サポートセンター

地域

札幌商工会議所

函館商工会議所

旭川商工会議所

釧路商工会議所

住所

北海道札幌市中央区北1条西2丁目

北海道函館市若松町7－15

北海道旭川市常盤通1丁目

北海道釧路市大町1－1－1　道東経済センタービル

電話番号

011-231-1506

0138-23-1181

0166-22-8411

0154-41-4141

北海道

地域ジョブ・カード

センター

地域ジョブ・カード

サポートセンター

地域

八戸商工会議所

青森商工会議所

住所

青森県八戸市堀端町2－3

青森県青森市橋本2－2－17

電話番号

0178-43-5111

017-734-1311

青森

地域ジョブ・カード

センター

地域ジョブ・カード

サポートセンター

地域

盛岡商工会議所

宮古商工会議所

北上商工会議所

住所

岩手県盛岡市清水町14－12

岩手県宮古市保久田7－25

岩手県北上市青柳町2－1－8

電話番号

019-624-6091

0193-65-6066

0197-65-4211

岩手

地域ジョブ・カード

センター

地域

仙台商工会議所

住所

宮城県仙台市青葉区本町2－16－12

電話番号

022-212-4777

宮城

地域ジョブ・カード

センター

地域ジョブ・カード

サポートセンター

地域

秋田商工会議所

大館商工会議所

横手商工会議所

住所

秋田県秋田市旭北錦町1－47

秋田県大館市御成町2－8－14

秋田県横手市大町7－18

電話番号

018-863-9123

0186-43-0255

0182-32-1170

秋田

地域ジョブ・カード

センター

地域ジョブ・カード

サポートセンター

地域

山形商工会議所

鶴岡商工会議所

米沢商工会議所

天童商工会議所

住所

山形県山形市七日町3－1－9

山形県鶴岡市馬場町11－63

山形県米沢市中央4－1－30

山形県天童市老野森1－3－28

電話番号

023-615-4644

0235-24-7711

0238-21-5111

023-654-3511

山形

地域ジョブ・カード

センター

地域ジョブ・カード

サポートセンター

地域

福島商工会議所

会津若松商工会議所

白河商工会議所

住所

福島県福島市三河南町1－20　コラッセふくしま8階

福島商工会議所内

福島県会津若松市南千石町6－5

福島県白河市大手町5-12

電話番号

024-536-5570

0242-36-5586

0248-23-3101

福島
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地域ジョブ・カード

センター

地域ジョブ・カード

サポートセンター

地域

新潟県商工会議所

連合会

上越商工会議所

長岡商工会議所

住所

新潟県新潟市中央区上大川前通7番町1243番地

新潟商工会議所中央会館6階

新潟県上越市新光町1－10－20

新潟県長岡市坂之上町2－1－1　長岡商工会議所内

電話番号

025-223-6273

025-525-1185

0258-32-4500

新潟　

地域ジョブ・カード

センター

地域

富山商工会議所

住所

富山県富山市総曲輪2－1－3

電話番号

076-423-7050

富山

地域ジョブ・カード

センター

地域

金沢商工会議所

住所

石川県金沢市尾山町9－13

電話番号

076-216-5567

石川

地域ジョブ・カード

センター

地域ジョブ・カード

サポートセンター

地域

松本商工会議所

長野商工会議所

住所

長野県松本市和田南西原4010-27

まつもと工業支援センター内

長野県長野市七瀬中町276

電話番号

0263-50-8260

-8261

026-227-2428

長野

地域ジョブ・カード

センター

地域ジョブ・カード

サポートセンター

地域

水戸商工会議所

結城商工会議所

住所

茨城県水戸市桜川2－2－35　茨城県産業会館2階

茨城県結城市大字結城531

電話番号

029-224-1101

0296-33-3118

茨城

地域ジョブ・カード

センター

地域ジョブ・カード

サポートセンター

地域

宇都宮商工会議所

足利商工会議所

住所

栃木県宇都宮市中央3－1－4　宇都宮商工会議所内

栃木県足利市通3－2757

電話番号

028-601-8039

0284-21-1354

栃木

地域ジョブ・カード

センター

地域ジョブ・カード

サポートセンター

地域

前橋商工会議所

館林商工会議所

伊勢崎商工会議所

太田商工会議所

藤岡商工会議所

住所

群馬県前橋市日吉町1－8－1

群馬県館林市大手町10－1　館林市産業振興センター内

群馬県伊勢崎市昭和町3919

群馬県太田市浜町3－6

群馬県藤岡市藤岡853－1

電話番号

027-233-7123

0276-60-4789

0270-21-6766

0276-45-2121

0274-22-1230

群馬
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地域ジョブ・カード

センター

地域ジョブ・カード

サポートセンター

地域

埼玉県商工会議所

連合会

本庄商工会議所

春日部商工会議所

住所

埼玉県さいたま市大宮区桜木町1－7－5

ソニックシティビル7階

埼玉県本庄市朝日町3丁目1番35号

埼玉県春日部市粕壁東1－20－28

春日部市商工振興センター内

電話番号

048-647-4115

0495-71-4324

048-763-1122

埼玉　

地域ジョブ・カード

センター

地域ジョブ・カード

サポートセンター

地域

千葉商工会議所

船橋商工会議所

柏商工会議所

住所

千葉県千葉市中央区中央2－5－1

千葉県船橋市本町1－10－10

千葉県柏市東上町7－18

電話番号

043-227-2660

047-435-8211

04-7162-3311

千葉

地域ジョブ・カード

センター

地域ジョブ・カード

サポートセンター

地域

東京商工会議所

八王子商工会議所

立川商工会議所

町田商工会議所

住所

東京都千代田区丸の内3－2－2

東京都八王子市大横町11－1

東京都立川市曙町2－38－5

立川ビジネスセンタービル12階

東京都町田市原町田3－3－22

電話番号

03-3283-7780

042-623-6311

042-527-2700

042-722-5957

東京

地域ジョブ・カード

センター

地域ジョブ・カード

サポートセンター

地域

横須賀商工会議所

横浜商工会議所

川崎商工会議所

平塚商工会議所

藤沢商工会議所

厚木商工会議所

相模原商工会議所

海老名商工会議所

住所

神奈川県横須賀市平成町2－14－4

神奈川県横浜市中区山下町2　産業貿易センタービル8F

神奈川県川崎市川崎区駅前本町11－2

神奈川県平塚市松風町2－10

神奈川県藤沢市湘南台1－10－6

カルチャー湘南台ビル4F　藤沢商工会議所湘南台支所内

神奈川県厚木市栄町1－16－15

神奈川県相模原市中央3－12－3　相模原商工会館内

神奈川県海老名市上郷485－2

電話番号

046-823-2588

045-671-0133

044-233-0071

0463-22-2700

0466-44-9251

046-221-2155

042-753-8136

046-231-5865

神奈川

地域ジョブ・カード

センター

地域

甲府商工会議所

住所

山梨県甲府市相生2－2－17

電話番号

055-233-3225

山梨
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地域ジョブ・カード

センター

地域ジョブ・カード

サポートセンター

地域

静岡商工会議所

浜松商工会議所

沼津商工会議所

住所

静岡県静岡市葵区黒金町20－8

静岡県浜松市中区東伊場2－7－1

静岡県沼津市御幸町14－5

電話番号

054-653-0750

053-452-1113

055-931-1111

静岡　

地域ジョブ・カード

センター

地域ジョブ・カード

サポートセンター

地域

岐阜商工会議所

大垣商工会議所

羽島商工会議所

住所

岐阜県岐阜市神田町2－2

岐阜県大垣市旭町6－3

岐阜県羽島市竹鼻町2635番地

電話番号

058-264-2245

0584-78-9111

058-392-9664

岐阜

地域ジョブ・カード

センター

地域ジョブ・カード

サポートセンター

地域

名古屋商工会議所

岡崎商工会議所

半田商工会議所

春日井商工会議所

豊川商工会議所

住所

愛知県名古屋市中区栄2－10－19

愛知県岡崎市竜美南1－2

愛知県半田市銀座本町1－1－1

愛知県春日井市鳥居松町5－45

愛知県豊川市豊川町辺通4-4

電話番号

052-220-0018

0564-53-6522

0569-21-0311

0568-81-4141

0533-86-4101

愛知

地域ジョブ・カード

センター

地域ジョブ・カード

サポートセンター

地域

四日市商工会議所

津商工会議所

上野商工会議所

住所

三重県四日市市諏訪町2番5号

三重県津市丸之内29－14

三重県伊賀市上野丸之内36－1　上野産業会館2階

電話番号

059-351-7366

059-228-9141

0595-21-0527

三重

地域ジョブ・カード

センター

地域ジョブ・カード

サポートセンター

地域

敦賀商工会議所

武生商工会議所

大野商工会議所

小浜商工会議所

住所

福井県敦賀市神楽町2－1－4

福井県越前市塚町101

福井県大野市元町12－11

福井県小浜市大手町5－32

電話番号

0770-20-1114

0778-23-2020

0779-66-1230

0770-53-4510

福井

地域ジョブ・カード

センター

地域ジョブ・カード

サポートセンター

地域

滋賀県商工会議所

連合会

長浜商工会議所

住所

滋賀県大津市打出浜2番9号　SKホール2F

滋賀県長浜市高田町10－1

電話番号

077-521-4711

0749-64-3001

滋賀
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地域ジョブ・カード

センター

地域ジョブ・カード

サポートセンター

地域

京都商工会議所

福知山商工会議所

住所

京都府京都市南区東九条下殿田町70　京都テルサ西館3階

京都府福知山市字中ノ27

電話番号

075-692-3413

0773-22-2108

京都　

地域ジョブ・カード

センター

地域ジョブ・カード

サポートセンター

地域

大阪商工会議所

茨木商工会議所

豊中商工会議所

北大阪商工会議所

住所

大阪府大阪市中央区本町橋2－8

大阪府茨木市上中条1－9－20

大阪府豊中市岡町北1－1－2

大阪府枚方市車塚1－1－1　輝きプラザ6階

電話番号

06-6944-6495

072-623-6656

06-6845-8004

072-868-0119

大阪

地域ジョブ・カード

センター

地域

神戸商工会議所

住所

兵庫県神戸市中央区港島中町6－1

電話番号

078-303-6131

兵庫

地域ジョブ・カード

センター

地域

奈良商工会議所

住所

奈良県奈良市登大路町36－2

電話番号

0742-95-7100

奈良

地域ジョブ・カード

センター

地域ジョブ・カード

サポートセンター

地域

和歌山商工会議所

紀州有田商工会議所

住所

和歌山県和歌山市西汀丁36　和歌山商工会議所ビル内

和歌山県有田市箕島33－1

電話番号

073-421-3113

0737-83-4786

和歌山

地域ジョブ・カード

センター

地域ジョブ・カード

サポートセンター

地域

鳥取商工会議所

米子商工会議所

住所

鳥取県鳥取市本町3－201

鳥取産業会館・鳥取商工会議所ビル2F

鳥取県米子市加茂町2-204

電話番号

0857-30-1351

0859-22-5131

鳥取

地域ジョブ・カード

センター

地域ジョブ・カード

サポートセンター

地域

松江商工会議所

出雲商工会議所

住所

島根県松江市母衣町55－4　松江商工会議所ビル5階

島根県出雲市大津町1131－1

電話番号

0852-59-9420

0853-25-3707

島根
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地域ジョブ・カード

センター

地域ジョブ・カード

サポートセンター

地域

岡山商工会議所

倉敷商工会議所

津山商工会議所

住所

岡山県岡山市北区厚生町3－1－15

岡山商工会議所ビル5階

岡山県倉敷市白楽町249－5

岡山県津山市山下30－9

電話番号

086-239-1160

086-436-8284

0868-22-3141

岡山

地域ジョブ・カード

センター

地域ジョブ・カード

サポートセンター

地域

広島商工会議所

呉商工会議所

福山商工会議所

大竹商工会議所

住所

広島県広島市中区基町5－44

広島県呉市宝町1－10　呉市交通局本庁舎4階

広島県福山市西町2－10－1

広島県大竹市油見3－18－11

電話番号

082-222-6658

0823-21-0151

084-923-0301

0827-28-0533

広島

地域ジョブ・カード

センター

地域ジョブ・カード

サポートセンター

地域

山口県商工会議所

連合会

宇部商工会議所

山口商工会議所

徳山商工会議所

岩国商工会議所

住所

山口県下関市南部町21－19　下関商工会館内

山口県宇部市松山町1－16－18

山口県山口市中央4－5－16

山口県周南市栄町2－15

山口県岩国市今津町1－18－1

電話番号

083-242-5581

0836-31-0251

083-902-3350

0834-21-7896

0827-21-4201

山口

地域ジョブ・カード

センター

地域ジョブ・カード

サポートセンター

地域

徳島商工会議所

鳴門商工会議所

小松島商工会議所

吉野川商工会議所

阿南商工会議所

阿波池田商工会議所

住所

徳島県徳島市西新町2－5　徳島経済センター4階

徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜165－10

徳島県小松島市小松島町字新港36

徳島県吉野川市鴨島町鴨島169－1

徳島県阿南市富岡町今福寺34－4

徳島県三好市池田町マチ2191-1

電話番号

088-677-5800

088-685-3748

050-2024-4646

0883-24-2274

0884-22-2301

0883-72-0143

徳島

地域ジョブ・カード

センター

地域ジョブ・カード

サポートセンター

地域

高松商工会議所

多度津商工会議所

住所

香川県高松市番町2－2－2

香川県仲多度郡多度津町東浜6－30

電話番号

087-811-3681

0877-33-1323

香川

地域ジョブ・カード

センター

地域ジョブ・カード

サポートセンター

地域

松山商工会議所

新居浜商工会議所

住所

愛媛県松山市大手町2－5－7

愛媛県新居浜市一宮町2－4－8

電話番号

089-941-5123

0897-33-5581

愛媛
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地域ジョブ・カード

センター

地域ジョブ・カード

サポートセンター

地域

高知商工会議所

安芸商工会議所

須崎商工会議所

土佐清水商工会議所

住所

高知県高知市本町1－6－24

高知県安芸市本町3－11－5

高知県須崎市西糺町4－18

高知県土佐清水市寿町11－16

電話番号

088-875-1270

0887-34-1311

0889-42-2575

0880-82-0279

高知

地域ジョブ・カード

センター

地域ジョブ・カード

サポートセンター

地域

福岡商工会議所

久留米商工会議所

北九州商工会議所

飯塚商工会議所

直方商工会議所

住所

福岡県福岡市博多区博多駅前2－9－28

福岡県久留米市城南町15－5

福岡県北九州市小倉北区紺屋町13－1　毎日西部会館2階

福岡県飯塚市吉原町6－12

福岡県直方市殿町7-50

電話番号

092-401-3070

0942-33-0251

093-541-0182

0948-28-9911

0949-22-5500

福岡

地域ジョブ・カード

センター

地域ジョブ・カード

サポートセンター

地域

佐賀商工会議所

鹿島商工会議所

住所

佐賀県佐賀市松原1－2－35　佐賀商工会議所内2階

佐賀県鹿島市大字高津原4296－41

電話番号

0952-27-9870

0954-63-3511

佐賀

地域ジョブ・カード

センター

地域ジョブ・カード

サポートセンター

地域

長崎商工会議所

佐世保商工会議所

住所

長崎県長崎市桜町4－1

長崎県佐世保市湊町6－10

電話番号

095-832-7077

0956-22-6121

長崎

地域ジョブ・カード

センター

地域

熊本商工会議所

住所

熊本県熊本市横紺屋町10　熊本商工会議所ビル4階

電話番号

096-354-6688

熊本

地域ジョブ・カード

センター

地域

大分県商工会議所

連合会

住所

大分県大分市長浜町3－15－19

大分商工会議所ビル 3階 301号

電話番号

097-536-3030

大分

地域ジョブ・カード

センター

地域

宮崎商工会議所

住所

宮崎県宮崎市橘通東1－8－11　宮崎商工会館6階

電話番号

0985-24-2011

宮崎



○実務経験ルートとは

現在介護福祉士受験資格取得のために想定されている、実務経験3年以上と600時間

の養成課程修了による、実務経験者向けのルートです。

平成19年の「社会福祉士及び介護福祉士法一部改正法案」が国会審議の際に、「実務

経験ルート（実務経験3年＋600時間の養成課程）と基礎研修ルートの均衡を図るべき」

との指摘を受け、他ルートとの調整を進めています。

さらに、「今後の介護人材の養成の在り方に関する検討会」において、「実務経験ルー

トにおける養成課程（600時間課程）について」が検討項目に盛り込まれ、今後さらな

る検討が行われていきます。

■ 実務経験ルートと基礎研修ルートのモデル

介護福祉士受験資格取得

280時間の新規教育課程

（実務経験１年未満） （実務経験１年以上）

1級 2級 無資格 1級 2級 無資格

600時間の
養成課程

実務経験
3年以上

実務経験ルート 基礎研修ルート

基礎研修
200時間 　350時間　 500時間　 60時間　 150時間　 300時間

実
務
経
験
３
年
以
上

2）介護福祉士受験資格取得実務経験ルートの状況

94

地域ジョブ・カード

センター

地域ジョブ・カード

サポートセンター

地域

鹿児島商工会議所

川内商工会議所

鹿屋商工会議所

霧島商工会議所

住所

鹿児島県鹿児島市東千石町1－38

鹿児島県薩摩川内市神田町3－25

鹿児島県鹿屋市新川町600番地

鹿児島県霧島市国分中央3丁目12－41

電話番号

099-225-9566

0996-22-2267

0994-42-3138

0995-45-0313

鹿児島

地域ジョブ・カード

センター

地域ジョブ・カード

サポートセンター

地域

那覇商工会議所

沖縄商工会議所

宮古島商工会議所

住所

沖縄県那覇市久米2－2－10

沖縄県沖縄市中央4－15－20

沖縄県宮古島市平良字西仲宗根3－1

電話番号

098-868-1970

098-938-8022

0980-72-2866

沖縄



99 資料

※各研修の詳細については、各団体にお問い合わせください。

①社団法人　全国老人保健施設協会

・職員基礎研修

新人（勤務2年未満）向け＝ケアに必要な基本的な知識を身につける。会員施設職

員、賛助会員対象

・介護老人保健施設安全推進セミナー（基礎研修）

新人（勤務2年未満）向け＝転倒などの事故防止の基本を学ぶ。会員施設職員対象

・実地研修Ａコース（基礎実技修得コース）

実務者（勤務1年以上）向け＝実習をとおして基本業務を修得する。会員施設職員

対象

・実地研修Ｂコース（専門実技修得コース）

実務者（勤務2年以上）向け＝専門分野のケアを先行施設の現場で学ぶ。会員施設

職員対象

・リハビリテーション研修会

リハビリテーション実務者向け＝介護老人保健施設のリハビリテーションについて

トータルに学ぶ。会員施設職員対象

・通所リハビリテーション研修会

通所リハビリテーション実務者向け＝介護老人保健施設の通所リハビリテーション

についてトータルに学ぶ。会員施設職員対象

・認知症高齢者ケア研修会

ケア実務者向け＝認知症高齢者がその人らしく暮らせるためのトータルケアを学

ぶ。会員施設職員対象

・ケアマネジメント実践講座

老健の役割・機能をより反映させた新しいケアマネジメントシステム、Ｒ４システ

ムについて学ぶ。会員施設職員対象

・中堅職員研修会

中堅クラス（勤務5年程度）向け＝さらに上のケアを目指すために必要な知識を身

につける。会員施設職員対象

・介護老人保健施設安全推進セミナー

介護老人保健施設における安全面を視野に入れたセミナー。介護老人保健施設等で

1）施設外での研修の詳細
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の実務経験5年以上の会員施設職員および正準会員を対象。

・施設内感染症防止対策指導者養成研修会

感染症対策指導者向け＝感染症対策の基本と最新知識を施設ケアの実践に適応させ

る方法を学ぶ。会員施設職員対象

・管理者（職）研修会

管理者向け＝質の高い老健施設を運営するために必要な知識を学ぶ。会員施設の管

理者（職）、介護老人保健施設開設予定者

・介護老人保健施設リスクマネジャー養成講座

会員の推薦を受けた者対象＝全老健リスクマネジャー資格取得のためのリスクマネ

ジメントの基礎から実務までを学ぶ

・介護老人保健施設経営セミナー

経営者向け＝安定的なサービス供給の基礎となる健全経営の方法を学ぶ。介護老人

保健施設経営者・従事者対象

②認知症介護研究・研修東京センター　ユニットケア推進室

・ユニットリーダー研修

ユニットケアを行う介護保険施設の管理者および職員を対象としたユニットケア研

修

連絡先

認知症介護研究・研修東京センター　ユニットケア推進室

〒168-0071

東京都杉並区高井戸西1-12-1

TEL：03-3334-2279

FAX：03-3334-2282

E-mail：unit-care@dcnet.gr.jp

ホームページ：http://www.unit-care.net/

連絡先

社団法人　全国老人保健施設協会

〒105-0014

東京都港区芝2-1-28 成旺ビル7階

TEL：03-3455-4165

FAX：03-3455-4172

E-mail：info@roken.or.jp

ホームページ：http://www.roken.or.jp/index.html
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③財団法人　介護労働安定センター

・ガイドヘルパー養成研修

視覚障害・全身性障害・知的障害のある方に対する外出時の移動の介護を行う者を

養成

・精神障害者ホームヘルパー養成研修

精神障害者の方が、居宅において日常生活を営むことができるように、食事、身体

の清潔、住居の掃除等の必要なサービスを提供する者を養成

・難病患者等ホームヘルパー養成研修

難病患者の方が、居宅において日常生活が営むことができるように、家庭での入浴

の介護、家事等の必要なサービスを提供する者を養成

④社会福祉法人全国社会福祉協議会および社団法人日本介護福祉士会

・介護福祉士養成実習施設実習指導者特別研修会

実習指導者として介護福祉士養成校に登録されるために必要な研修。介護福祉士・

現に実習指導者として従事もしくは、実習指導者になろうとする者対象

連絡先

社会福祉法人　全国社会福祉協議会　中央福祉学院

〒240-0197

神奈川県三浦郡葉山町上山口1560-44

TEL：046-858-1355

FAX：046-858-1356

ホームページ：http://www.gakuin.gr.jp/

連絡先

財団法人　介護労働安定センター

〒112-0012

東京都文京区大塚2丁目9番3号　住友不動産音羽ビル2階

TEL：03-5940-8021（代表）

FAX：03-5940-8022

E-mail：info@kaigo-center.or.jp

ホームページ：http://www.kaigo-center.or.jp/
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⑤各都道府県、指定都市で実施

・認知症介護実践研修

認知症介護に関する実践的な知識および技術を修得する。介護保険施設・事業者等

に従事する介護職員等を対象

・認知症介護実践リーダー研修

実践研修で得られた知識・技術をさらに深め、介護保険施設・事業所において、ケ

アチームを効果的・効率的に機能させる能力を有した指導者を養成するための実践

的研修。認知症介護業務に従事する職員で、認知症介護業務におおむね5年以上従

事した経験を有しており、実践研修を修了している者

・認知症対応型サービス事業管理者研修

認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護の事

業所を管理・運営していくために必要な知識および技術を修得する。各事業所の管

理者、認知症介護実践研修における実践者研修を修了している者を対象

・認知症介護指導者養成研修

認知症介護に関する専門的な知識および技術、高齢者介護実務者に対する研修プロ

グラム作成方法および教育技術等を修得する。対象は下記のア～エのすべてを満た

す者

ア：医師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会

福祉士、介護福祉士、言語聴覚士もしくは精神保健福祉士のいずれかの資格

を有する者

イ：①介護保健施設・事業者等に従事している者

②福祉境内学や養成学校等で指導的立場にある者

③民間企業で認知症介護の教育に携わる者

のいずれかの要件に該当する者

ウ：認知症介護実践研修修了者

エ：認知症介護実践研修の企画・立案に参画し、または講師として従事すること

が予定されている者

連絡先

社団法人　日本介護福祉士会

〒105-0001

東京都港区虎ノ門1丁目22-13 西勘虎ノ門ビル3階

TEL：03-3507-0784（代表）

FAX：03-3507-8810

E-mail：webmaster@jaccw.or.jp

ホームページ：http://www.jaccw.or.jp/
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※各助成金の詳細については、各団体にお問い合わせください。

①厚生労働省

・実習型雇用支援事業

6ヵ月間、介護現場（介護分野の場合は、介護施設等）で雇い入れて職場実習を行

い、正規雇用につなげる事業。介護施設に対し、実習期間中および正規雇用した場

合の助成措置があります。（問い合わせ先:ハローワーク）

・基金訓練

雇用保険を受給できない方（非正規労働者等）等を対象に、職業訓練受講中の生活

保障給付（月額10万円または12万円）等を支給しながら、職業訓練を実施する事業

（問い合わせ先:（独）雇用・能力開発機構各都道府県センター）

・介護雇用プログラム

求職者に1年以内の期間雇い入れて、介護資格を取得するために養成施設に通学さ

せながら、休校日等に介護労働に従事してもらう事業。介護福祉士を目指す事業は

1年契約を更新して2年間の事業実施が可能です。対象者の給与と資格養成機関へ

の受講料については、一切負担はありません。（問い合わせ先:各都道府県・市町村）

②独立行政法人　雇用・能力開発機構

・キャリア形成促進助成金―訓練等支援給付金

1．専門的な訓練の実施に対する助成（対象職業訓練）

職員に専門的な知識・技能を習得させる内容の職業訓練等（OFF－JT）を受け

させる場合に、訓練実施に要した経費の2分の1、訓練実施時間に応じて支払っ

た賃金の2分の1が助成されます。

2．短時間等労働者への訓練に対する助成（対象短時間等職業訓練）

雇用している短時間労働者に高度な技能・知識を習得させたり、正社員への転換

に必要な技能・知識を習得させるため、就業規則または労働協約に職業能力高度

化支援制度または通常労働者転換制度を設け、それに基づいた職業訓練等

（OFF－JT）を受けさせる場合に、訓練実施に要した経費の2分の1、訓練実施時

間に応じて支払った賃金の2分の1が助成されます。

3．有期実習型訓練に対する助成（対象有期実習型訓練）

フリーターや子育て終了後の女性など、職業能力形成機会の少ない方を新たに雇

用する場合等に、OJTやOFF－JTを効果的に組み合わせた有期実習型訓練を実

施した場合は、OFF－JTに要した経費の2分の1、OFF－JT実施の時間に応じて

支払った賃金の2分の1、OJTの訓練時間に応じて受講者1人に対して1時間につ

き600円、などが助成されます。

4．自発的な職業能力開発の支援に対する助成（対象自発的職業訓練等）

職員の自発的な能力開発を支援する制度（自発的職業能力開発経費負担制度およ

び職業能力開発休暇制度）を就業規則または労働協約等に設け、職員の能力開発

2）その他に活用が可能な助成金一覧
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の経費を負担したり、職業能力開発休暇を与える場合に、能力開発にかかる経費

の3分の1、職業能力開発休暇期間中の訓練時間に応じて支払った賃金の3分の1、

などが助成されます。

・キャリア形成促進助成金―職業能力評価推進給付金

職員に厚生労働大臣が定める職業能力検定を受けさせる場合に、受検料の4分の3、

受検時間に応じて支払った賃金の4分の3に相当する額が助成されます。

③財団法人　介護労働安定センター

・介護雇用管理制度等導入奨励金

介護老人保健施設の事業主が、キャリアアップ、処遇改善等のための各種人事制度

を導入し（既存の制度の見直しを含む）、かつ、雇用管理改善事業（採用・募集、

健康管理、能力開発など）を実施した場合に、その費用の一部が支払われます。

連絡先

財団法人　介護労働安定センター

〒112-0012

東京都文京区大塚2丁目9番3号　住友不動産音羽ビル2階

TEL：03-5940-8021（代表）

FAX：03-5940-8022

E-mail：info@kaigo-center.or.jp

ホームページ：http://www.kaigo-center.or.jp/

連絡先

独立行政法人　雇用・能力開発機構

〒231-8333

神奈川県横浜市中区桜木町1丁目1-8 日石横浜ビル

TEL：045-683-1111

FAX：045-683-1271

ホームページ：http://www.ehdo.go.jp/
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④財団法人　21世紀職業財団

・両立支援レベルアップ助成金

育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業取得者を原職等に復帰させた場合、

育児休業または介護休業を取得した者がスムーズに職場復帰できるようなプログラ

ムを実施した場合等に助成金が支払われます。

⑤各都道府県労働局

・介護未経験者確保等助成金

介護関係業務の未経験者を、雇用保険一般被保険者（短時間労働者を除く）として

雇い入れた場合で、1年以上継続して雇用することが確実であると認められる場合

に、事業主への支援として助成金が支払われます。助成額は、介護関係業務の未経

験者1人につき、6ヵ月間の支給対象期ごとに50万円です。支給は第1期・第2期に

分けて行い、助成対象期間（雇い入れ日から1年間）に100万円まで受給できます。

（ただし、1事業主につき3人までです）

・介護人材確保職場定着助成金

新サービスの提供に伴い、雇用管理改善に関連する業務を担う人材として、特定労

働者（訪問介護員（1級）等の資格を有し、実務経験が1年以上ある者等）を雇い

入れた場合、特定労働者1人当たり6ヵ月で70万円まで助成金が支払われます。（た

だし、1事業主につき3人までです）

・介護労働者設備等整備モデル奨励金

従業員の作業負担軽減や腰痛対策のため、介護老人保健施設の事業主が介助補助器

具（移動リフト等）の導入・運用計画を提出し、厚生労働省の認定を受けた場合、

介助補助機器導入にかかる所要経費の2分の1（上限250万円まで）が支払われます。

連絡先

財団法人　21世紀職業財団

〒112-0001

東京都文京区白山5丁目1-3-101

TEL：03-5844-1660

FAX：03-5844-1670

ホームページ：http://www.jiwe.or.jp/
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引用文献・参考文献

・平成20年度実践型人材養成システム普及のための地域モデル事業報告書（社団法人全

国老人保健施設協会）

・介護職員キャリアアップ導入マニュアル（財団法人介護労働安定センター・社団法人

全国老人保健施設協会）

・人事考課実践テキスト（齊藤清一著、経営書院発行）

・病院・施設の人事賃金制度の作り方（齊藤清一著、日本能率協会マネジメントセンタ

ー発行）

連絡先

財団法人　社会福祉振興・試験センター

〒150-0002

東京都渋谷区渋谷1丁目5番6号SEMPOSビル

TEL：03-3486-7521

FAX：03-3486-7527

ホームページ：http://www.sssc.or.jp/

3）介護福祉士国家試験の問い合わせ先
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業務

施設経営

管理業務

施設運営
管理業務

監督業務

業務指導

上級業務

中級業務

定型業務

補助業務

9

8

7

6

5

4

3

2

1

人事制度

役職名称

施設長
（管理者）

副施設長
事務長

科（課）長

副科
（課）長

主任

１級職員

2級職員

3級職員

4級職員

業績考課
能力考課

能力考課
執務態度
考課

成績考課

能力考課
執務態度
考課

成績考課

評価の方法

　　　　
　　　　
　　　
　

　　　
推薦
人事考課
論文・面接

推薦
人事考課
論文・面接

人事考課

5年

5年

5年

3年

2年

1年

能　力

①戦略的な経営計画の企画・立案・推進 ①利用者の医学的管理

②組織運営管理 ②チームケアの統括管理

③経営層のサポート危機管理能力

④プロジェクト管理能力 

①事業計画策定への提言能力　②危機管理能力
③部下の育成能力　　④プロジェクト管理能力
⑤統率力（士気高揚）
⑥職場の維持管理・人間関係まで含めた総合的な労務管理において、
適切な判断・対応がとれる

        
①監督力
②事業計画策定への提言
③上級者不在時の災害発生に指揮をとることができる
④潜在的な問題について、予知・判断しながら問題提起することができる 
  

①指導力
②労務管理の手続き等の基礎知識があり、一応の判断・対応がとれる
③達成がかなり困難な課題について、上司の指示によりグループをまと
め問題解決にあたることができる    

①業務に関する経験をもとに、複雑な判断を要する業務を遂行できる
②標準的な課題について、上司の指示によりグループをまとめ問題解決
にあたることができる

③下級者の指導を責任者として行うことができる   
 

①実務に関する比較的高度な知識および比較的高度な経験をもとに、
応用的判断を要する業務を遂行できる

②問題解決法を身につけ、業務の改善や問題解決を実践できる
③下級者に自己の経験を生かし指導できる   
 

   

    

①社会人・組織人・介護職員として自己を確立する
②通常の業務に精通し、日常の定型業務を独立して遂行できる
③下級者に自己の経験を生かしアドバイスができる   
 

    
    
    
    
①社会人・組織人・介護職員としての基本的なスタンスを確立する
②実務に関する基本的知識をもとに、一般的な判断を要する定型的また
は補助的業務を遂行できる

③対人援助技術の基本を身につける

資格・免許

・医師
・都道府県知事の認可

施設長を補佐するに相当する
と評価する資格または経験
・職業能力開発推進者
・雇用管理責任者
・主任介護支援専門員

・介護支援専門員
・ユニットリーダー
・施設内感染症防止対策指
導者

・介護福祉士養成実習施設
実習指導者

左記に相当すると評価する他
の資格・免許
・介護福祉士
・ガイドヘルパー
・精神障害者ホームヘルパー
・難病患者等ホームヘルパー

・ヘルパー1級
・介護職員基礎研修

・ヘルパー2級

施設内での研修

自己啓発

目標管理活動

目標管理活動

●年間教育計画のフォ
ローアップを行う

●年内教育計画を立
て、実施を行う

●介護福祉資格取得
●認知症ケア専門士
試験

チャレンジ活動
●年内教育計画を立
て、実地を行う

　・各疾患の理解および
　　緊急時対応
　・ケアプラン作成
　・認知症の理解
　・チームケア
　・トランスファー

●採用時研修
　・業務マニュアルによる
　　ケアの基礎知識
　・服務規律　
　・接遇研修
　・個人情報保護法

●プリセプターシップ

エキスパート研修

施設外での研修

人材育成制度

介護職員キャリアアップモデル例
人事考課の活用職　　　　能　　　　基　　　　準 賃金制度

基本給
職能給

昇給昇格
賞与考課

在級年数
（標準）

施設長

等
級

職
掌

エキスパート研修

エキスパート研修
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社団法人

全国老人保健施設協会
〒105-0014
東京都港区芝2-1-28　成旺ビル7階
TEL：03-3455-4165　FAX：03-3455-4172


